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Domestic Violence(DV)問 題 へ の対 処 行 動 と医療 ・福 祉 支 援

2被 害者の事例分析
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【要旨】 目的:Domestic Violence(DV)被 害者のエンパワーメン トを図る支援システムの構築に向けた

基礎資料を得るために,被 害者自身がとった対処行動 と実際に受けた医療的 ・福祉的支援について調査 した。

方法:母 子生活支援施設に入所 している元DV被 害者2名 に半構造化面接を実施 し,逐 語録からDV被 害の経

過および回避行動について要約を作成 し,質 的に分析 した。結果:2被 害者 とも,激 しい身体的 ・精神的暴力

を受けていたが,加 害者の元を離れるために自ら行動を起こしていた。DV被 害の長期化および回避行動には

子どもの存在が大きな因子となっていた。今回の被害者に対 して,医 療機関はDV問 題への対処機能を果たし

ていなかった。公的機関の対応については,不 統一が見られた。DV被 害のサイクルを断つには,被 害者の子

どもがキーパーソンになっていた。結論:被 害者の 自立を支援するには医療 ・福祉機関の役割が大きい。地域

や施設によるDV被 害者への対応の差を無くすためには,適 切な被害者支援を実施出来る全国統一DV被 害者

支援システムを導入する事や医療 ・福祉機関の職員に向けたDV教 育プログラムの開発が望まれる。
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I は じめに

日本では2001年 に 「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」いわゆるDomestic Violence(以

下DVと 略す)防 止法が施行 され,そ の後2回 の法改正

を経て,DV対 策を社会全般で実施する体制が整えられ

た。 しかし,全 国の配偶者暴力相談支援センターに寄せ

られた相談件数の推移 を見ると,DV問 題の増加傾向に

はー歯止めがかかっていない 1)。DV被 害者には身体的 ・

精神的 ・社会的 ・性的暴力を重複 して受け,心 身に深い

傷を負っている症例が多い。DV被 害者 に対 して身体面

と心理面との複合的支援を行 うには,医 療 と福祉の現場

で医師や看護師,助 産師,メ ディカルソーシャルワーカー,

配偶者暴力支援センター職員,母 子生活支援施設職員 と

いった,各 領域の支援専門員が相互に連携をとる必要が

ある。

DV被 害者の中には,一 旦加害者の元から逃げ出して

も,再 び加害者の元に戻って しま う人が多い。大塩2)は

「これはDVの サイクルであ り,様 々な暴力により支配

された結果,コ ントロール された関係から抜け出せない

構造が出来上がっているか らである」 と述べ,DV問 題

から完全に脱却す る事の難 しさを指摘 している。

DV被 害のサイクル を断つ一つの方策として,医 療 ・

福祉分野の支援者が被害者 自身のエンパワーメントを図

る支援システムの構築が考えられ る。今回,こ のシステ

ム造 りに向けた基礎資料を得 るために,母 子生活支援施

設に入居 している元DV被 害者を対象にした半構造化面

接 を実施 し,DV被 害の実態 と被害者 自身が とった対処

行動,被 害者が実際に受けた医療的 ・福祉的支援につい

て調査 した。

II 研 究方法

調査対象者:便 宜的抽出法で選択 し,調 査協力の承諾が
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得 られた某母子生活支援施設に入寮 している元DV被 害

者2名(こ れ以降,A氏 及びB氏 とする)。両者は心身

ともに落ちついてお り,調 査時は病院を受診 していない。

調査期間:平 成20年 某月

調査方法:各 被害者に対して,筆 者(今 村)1名 が母子

生活支援施設内の個室で半構造化面接を実施 した。所要

時間は1人 当た り70分～80分 。ICレ コーダーにより面

接時の全内容を録音した。録音した音声データを逐語録

に起こし,そ れを熟読したあと,語 られた内容の意味を

出来るだけ崩すことが無いよう文章を簡潔に要約 した。

それを元に,研 究協力者2名 が内容を確認 し,対 象者の

発言意図と筆者が読み取った内容にズレがないかをチェッ

クした。分析過程において客観性と妥当性を保つために,

面接に同席 していない共同研究者 と検討を重ね,質 的研

究を専門としている他大学教員のスーパーバイズを受け

た。元DV被 害者の心の健康状態は,自 記式簡易スケー

ルIES-R 3)と簡易ス トレス度チェックリス ト(桂 ・村上

版)(SCL-KM) 4)を適用 して確認 した。

面接時の質問項目:元DV被 害者の属性,暴 力の種類 と

DV開 始時期,加 害者のDV行 動の契機,DVに よる身

体損傷と病院受診経験の有無,被 害者が受診時に希望す

る事項,DV被 害を長年耐えた理由,夫 の元から逃げよ

うと思った動機,施 設入所までに受けた社会的支援,今

回の体験から得られた被害者の学びと希望する社会シス

テムやプログラム。

倫理的配慮:事 前に母子生活支援施設に研究趣 旨と内容

を付 した調査依頼の文書を送 り,職 員検討会を経て研究

の承諾を得た。次いで,施 設長に研究協力者2名 の紹介

を受けた。 この2名 には,個 別に文書と口頭で調査の趣

旨と内容の説明を行った。同時に,研 究倫理指針に基づ

いてプライバシーの保護に努める事,研 究協力を拒否 し

た り,面 接を途中で中止 した りしても不利益を被 らない

事,面 接時に録音する事,等 を説明して了解が得 られた

うえで調査を実施 した。なお,本 研究は鹿児島大学医学

部疫学 ・臨床研究等倫理委員会の承認を受けている(承

認番号:2008年102)。

用語の定義:

・母子生活支援施設:児 童福祉法第38条 に基づいて,配

偶者のいない女子又はこれに準じる事情にある女子とそ

の児童を入所 させて,保 護および自立促進に向けた生活

を支援する施設である 5・6)。DV法(2004年 度改正)に

基づくDV被 害者一時保護施設 として,被 害者の保護か

ら自立支援を進めるための重要な施設の一つと位置づけ

られる。

・Domestic Violence(DV):男 女の親密な関係の問で起

こる暴力の事であ り,一 般には男性が女性に対して権力

や支配力を行使するために振るい,女 性が被害者 となる

場合に使われる。2001年 に制定されたDV防 止法では,

「配偶者からの暴力』とは,配 偶者からの身体に対す る

暴力又はこれに準ず る身体に有害な影響を及ぼす言動を

いい,配 偶者からの身体に対す る暴力等を受けた後に,

その者が離婚をし,又 は婚姻が取り消された場合にあっ

ては,当 該配偶者であった者から引き続き受ける身体に

対す る暴力等を含むものとす る」と定義 されている。

・暴力の種類:身 体的暴力(殴 る,蹴 る,叩 く),性 的

暴力(避 妊に非協力,性 行為の強要),精 神的暴力(脅

迫,威 嚇 無視),社 会的暴力(外 出や人付き合いの制

限,管 理),経 済的暴力(金 銭を奪 う,渡 さない),子 ど

もを利用 した虐待などがある 7)。

III 結果

1.DV被 害の経過と実態

研究対象 とした元DV被 害者2名 の基本的属性 と家族

関係を表1に 示す。A氏 は40歳代で子ども3人 と同居 し,

結婚 した直後(約20年 前)か ら暴力を受けていた。 もう

1人 の元被害者B氏 も40歳 代で,子 ども4人 の内の3

人と同居 し,最 初の子が生まれた22年前から暴力が始まっ

ていた。両被害者 とも離婚を希望していたが夫側が拒否

し,調 査時は離婚調停中であった。被害者はいずれ も子

どもが欲 しかったため,妊 娠 した時には迷わずに出産し

たとい う。子 どもが生まれれば加害者の態度に変化が生

じるかもしれないとの期待があったと,両 氏とも述べて

いた。 しかし,子 どもが生まれても加害者の態度は変わ

らず,育 児の協力 も得 られなかったとい う。

DV被 害の実態および心身の症状を表2に 示す。A氏,

B氏 ともに結婚後に暴力を振るわれるようになり,身 体

的暴力から精神的,経 済的,性 的,そ して子 どもを使っ

た暴力 とい うように,複 合的DVを 受けていた。加害者

の暴力は両家庭 とも,末 子を除く子 どもたちにも及んで

いた。時間的な経過をみると,結 婚前や被害者が夫に合

わせた行動をとっていた間は問題がなかったが,一 旦そ

の関係が破綻 してしま うと,些 細な事が引き金 となって

暴力を受けるようになった。DV行 為の契機は加害者本

人しか分からない部分が大きい。そのため,被 害者は暴

力を振 るわれ る理由が納得出来ず,精 神的に追い詰めら

れたとい う。A氏 は,十 数年前に友人関係を断たれた事

で うつ状態に陥り,夫 から逃げられない精神的苦痛から

飲酒などの逸脱行動に走った事,現 在 も頭蓋の陥没骨折

が残 る事などを告 白した。現在,両 被害者は夫の元から

離れ,母 子生活支援施設で生活す る事で心身ともに安定

している。 自らの体験を整然 と語 り,将 来の夢に向かっ

て前向きに生きる発言 もしていた。 しかし,自 記式簡易

スケールによると,心 理面において中～軽度のス トレス

状態や トラウマ状態にある事が示 された。
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表1元DV被 害者の属性と家族関係

A氏 B氏 ア セ ス メ ン ト

被害者の年齢 40歳 代 40歳 代

被害者の学歴 専門学校卒。海外短期留学経験有。短 大卒。

夫 との関係 別居。離婚調停 中,夫 は離婚拒否 別居。離婚調停 中,夫 は離婚拒否
付 き合 って直 ぐの結婚 ではな く,

結婚す るまで トラブルはなかった。

婚姻期 間 も長 い。

結婚 までの期 間 3年 弱 約4年 間

婚姻期間 約20年 22年 間

子 ども 子 ども3人(1男2女)と 同居
子 ども4人(3男1女)の うち3

人 と同居 両者 とも多産 である.被 害者 は,

子 どもが生まれ るこ とで夫の態度

が変わることを期待 したが,目 立っ

た変化 は見 られ なかった。 両加 害

者 とも子 育てに非 協力的で,育 児

負担 が被 害者 に重 くの しかった。

成長 した子 どもが,被 害者 の支え

になっている。

妊娠 ・出産 ・育児 について

被 害者 自らが望んで3人 出産。子

どもが生まれ る事 で夫 が変 わる事

を期待 したが,生 まれ て も何 も変

わ らなかった。 育児 は大変 だった

が,大 き くなってか らは 自分 を助

けて くれるので,産 んでいてよかっ

た と考 えている。

子 ども好 きで,愛 情 が深 い。 第1

子 の妊娠 をきっかけに結婚 した。

性 に関 しては,夫 自身 の欲 求を満

たす だけの もの。子 どもが生まれ

れ ば父親 として変 わる事を期待 し

続 けたが,何 も変わ らなかった。

現在 は,成 長 した子 どもに助 け ら

れ ている。

夫の子 育てへの協力 非協力的 非協力的

表2DV被 害 の実 態

A氏 B氏 ア セ ス メ ン ト

DVの 開始時期

付 き合 っている時は優 しく,暴 力

は無かったが,結 婚 した途端変わっ

た。結婚 当初 は物 にあた り,物 を

投 げつ けた りしていた。

付 き合 っている時に暴 力は無 かっ

た。結婚 後,子 どもが生まれ た後

に暴 力が始まった。

2名 とも結婚後 に暴力が始まって

お り,結 婚 前 に はDVを 予 想 で

きていない。 男性 が女性 を 自分の

所有 物 と認識 した結婚後 に暴力が

始まっている。

DV被 害の期 間
結婚 直後 か らの約20年 間 結婚 後,間 もな く出産 してか らの

22年 間

DV被 害 に耐 えた年.月は婚姻期 間

とほぼ同 じである。

暴力の種類

身 体的暴 力(顔 以外 を殴る,髪 を

掴 んで引きず り回す,妊 娠 中腹部

を蹴 り上 げ る),精 神的暴 力,経

済的暴 力,社 会 的暴力(友 人 関係

を切 る),子 ども を使 った 暴力

(小さな子 どもにわ ざ と自分 を殴

らせ る)

身 体的暴 力,精 神 的暴 力,性 的暴

力(裸 踊 りの強制 な ど屈辱 的な こ

と,繰 り返 され る浮気),社 会 的

暴 力(PTA会 合等,他 の母親 と

の食 事会 に全 く参加 させ て くれな

い)

複合的暴力を繰 り返 し受ける事で,

被 害者 自身の気力 は損なわれ てい

る。加 害者 は,被 害者 の行動 を コ

ン トロール し,自 分以外 の人 との

付 き合 いを極端 に制 限 している。

子 どもへの虐待

長女(現 社会 人)は 夫 か らの児童

虐待 があった。次 女は虐待経 験が

無 く,長 男は夫か ら溺愛 され る。

長 女(現 社会人),長 男(現 社会

人,仕 事の関係 で夫 と同居),次

男 は夫か らの虐待 があった。 三男

は夫か ら溺愛 され る。

子 どもにも加 害者 の暴力 は及 んで

いたが,暴 力 を振 るわれやす い子

どもとそ うでない子 どもがいる。

両加 害者 は,末 子 の男児 を溺 愛 し

ている。

DV行 為のきっかけ

暴 力の引き金 は さま ざまである。

些細 な事 がきっかけで激 しく殴 ら

れ る。夫 が 自分のコンプ レックス

に触れ られた と感 じた時に暴 力を

振 る う。加 害者 は常に被 害者 か ら

のケアを望み,被 害者 の行動 が加

害者 の意 に添わない と,被 害者 が

死 の恐怖 を感 じる程 の暴力 を振 る

う。

被 害者 が我慢 していた時には問題

は無 かったが,あ る 日耐え切 れな

くなって加 害者 の言動 に反発 した

こときっかけに暴 力が始まった。

夫 の父の死後,気 性 の激 しかった

母 が弱 くなった ことで家族 関係 が

崩壊 し,夫 の暴力 は さらに激 しく

なった。

妻 である被 害者 が夫に合 わせ て行

動 している うちは問題 が起 こりに

くい。 しか し,一 旦その関係 が破

綻 して しま うと,些 細 な事 で も

DVの 引き金 にな り得 る。DV行

為のきっかけは加 害者本 人に しか

わか らない部分 があ り,被 害者側

は暴力を受ける理 由を理解す る こ

とができないこ とも多い。

DVに よる心身の症状

十数年前,友 人関係 を全 て断ち切

られ た時に うつ症状 が出現 した。

その頃は,夫 か らの暴 力の辛 さを

感 じないよ うに,ア ル コール を暴

飲 していた。 夫は顔 以外 の所 を殴

打 した。左 手小指 近 くの神経 が切

れ た り,頭 蓋骨 の陥没 も負 った。

長女 がまだ幼 い頃,顔 を殴 られて

目が腫れ 上がった。顔 をかばお う

として突き指 し,あ ま りの痛 み と

腫れ に指 が折れ たか と思い,病 院

を受診 した事 があった。

両者 とも,激 しい身 体的暴力 を受

け,一 部には後遺症が残ってい る。

A氏 には精神 面の症状 も出現 し,

飲酒 するな どの逸脱 行動 に及 んで

いる。

IES-R診 断
辛 い経験 を乗 り越 えた形跡や軽度

トラ ウマ状態

軽度 トラ ウマ状態 両者 共に見た 目は快 活であるが,

自記 式簡 易スケール では心理 面で
は現在 も トラ ウマや ス トレスは無

くなっていない。SCL-KM診 断 中 レベル ス トレス状態 軽度 ス トレス状態
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表3DVに よる医療機関の受診状況

A氏 B氏 ア セ ス メ ン ト

昔は身体的暴力で受けた傷に対す 10年 以上前に,指 の骨 折を疑 って 身体的暴 力に対す る治療 に加 え,

る一般 的な治療 を受けた。近年, 受診 し,傷 の治療 を受 けた。 A氏 は裁判 を見越 して証拠 を残

医療機関で受けた支援 暴力被 害の証拠 とす るために,あ す行動 を とっている。医療機 関の

ざの写真撮影や診断書を依頼した 職員 は,他 の専門機 関に通報 する

こ とが あ る。 な どの対 処を とっていない。

医師には診 断書を書いて もらう時 昔の事 とい う事 もあ り,医 療 関係 被 害者 は,短 時間で外来を受診す

受 診 時 にDV被 害 相 談 を にDVに つ い て相 談 したが,看 者 の事は覚えてお らず,特 に相 談 るため,医 師以外 に相談するといっ

誰 かに行 ったか 護 師 とは特に話 をす る事はなかっ も して い な い。 た発想 を していない。

た 。

酷 い暴力 を受 けた時には,体 が動 特 にコメン トはな し 身体的暴力が酷い時には受診さえ
けないため受診 も出来 ない。 体が 出来ない。経 済的,時 間的制約 も

動 き,お 金 があって,受 診 の時間 受診 の障害 となる場合 がある。

受診の条件と受診時の希望 がある とい う3条 件 がそろわなけ

れ ば病 院には行 けない。診 断書は

もう少 し安 くしても らえる と他 の

被 害者 も助 かる.

2.DVに よる医療機関の受診状況

DVに よる医療機関の受診状況を表3に 示す。両者 と

も身体的暴力に対する治療のために個人病院を受診 して

いた。その治療に加 えてA氏 は,DV被 害の証拠を残す

ための写真撮影や診断書作成を医師に依頼 していた。そ

の際,医 師にはDVに ついて言及せ ざるをえなかったが,

看護師には何の相談もしなかった。酷い暴力を受けると

全身苦痛のために病院に行 く気力も沸いてこないと回答

している。また,か らだが動いても経済的,時 間的制約

が受診を妨げる要因になるとい う。B氏 が受診 したのは

DV防 止法の制定前でDVに 対する社会的認識がまだ低

い時期であ り,身 体的治療は受けたものの,医 療関係者

にDV被 害の相談はしていなかった。

3.DVに 対する対処行動と社会支援

被害者の問題対処行動 と公的機関等の対応を表4に 示

す。DVを 長年耐えた理由として,A氏 は役所に相談 し

た事が夫の耳に入って叱責された経験を挙げた。狭いコ

ミュニティーの中での人間関係が,被 害者には不利益な

因子となっていた。B氏 は,自 分よりも子 どものために

婚姻関係を継続 させ ようと努力した。また,相 談できる

友人がいなかったこと,家 を出ても行き場がなかったこ

とも,一 因として挙げている。

夫の元を離れようと考えた理由としては,両 者 とも子

どもの存在を挙げた。DVに 耐える生活が限界に近づい

た時期に,そ の状況を間近で見てきた子どもたちが声を

あげたことが,被 害者が行動を起こす大きな後押しとなっ

ていた。家を出ることを決意 させた直接のきっかけは,

命の危険を感 じるほどの激 しい暴力を近年受けた事であ

る。

両者は夫の元から離れ るための社会的支援を受けよう

と,自 ら行動を起こしていた。A氏 は事前に知人から母

子寮の情報を得て,さ らに市役所福祉課でア ドバイスを

受け,警 察で逃げるための方法を聞いていた。す ぐに夫

の元から逃げるのではなく,時 間をかけて少 しずつ準備

を し,行 動に移 していた。B氏 はDV専 門担当警察官

(生活安全企画課)か ら市の婦人相談所,県 の婦人相談

所,と 順次紹介 されたものの,そ の支援内容は加害者か

らの隔離に止まり,就 職や子 どもの修学問題など,次 の

段階の生活支援は実施 されていなかった。

IV 考 察

「女性の健康 と生活についての国際調査」8)によると,

回答者の約34.9%が 結婚前に夫またやパー トナーから暴

力を受けてお り,必 ず しも結婚後に暴力が始まる訳では

ないことが明らにされている。今回の調査では,暴 力が

始まったのは2名 とも結婚後であり,パ ー トナーの暴力

性を結婚前には見抜けなかったと回答 している。婚姻関

係が成立した後で暴力が始まったことに加え,子 どもが

出来たことで尚更,加 害者である夫の元から離れにくい

状況に陥ったと考えられる。子 どもの数はA氏 が3名,

B氏 が4名 と,現 在の 日本の夫婦 の完結出生児数2.09

(2005)と 比べれば少なくない。子どもができても加害

者の態度に変化は起こらず,育 児の協力 も得 られなかっ

た。育児の負担を押しつけられることは,複 合的DVの

ひとつとも言えるであろ う。

今回の事例では,子 どもの存在がDVの 長期化や避難

行動に大きく影響 してお り,DVの 継続期間を決定す る

大きな因子,い わばキーパーソンになったと言える。

DVを 受けながら夫の元に長期間とどまっていたのも,
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表4被 害者の問題対処行動と社会支援

A氏 B氏 ア セ ス メ ン ト

DVに 長年 耐えてきた理由

周 囲は皆顔 見知 りで,役 所 にも相

談 しづ らかった.相 談 した事 が夫

の耳に入 る と,逆 に責め られ た。

警 察が来た時は良いが,そ の後が

怖 くて20年 間言 えなかった。20年

前 は周 囲の理解 もなかった。

自分 が父子家庭 に育ったので,両

親 の揃 った家庭 に したい とい う思

いがあ り,夫 の暴 力や浮気 にも耐

えてきた.相 談出来 る友人 もな く,

夫 の元を出ても行 き場所 がなかっ

たので,独 りで耐 える しかなかっ

た。

狭いコ ミュニテ ィーである事 が,

逆 にDV問 題 の場 合 に はネ ック

となる場合 がある。 自分 よ りも子

どもの為 に夫婦 関係 を継続 させ よ

うと,被 害者 は努 力 している。

夫 の元 を離れ よ うと考えた

理 由

夫 の両親 は見てみぬふ りを し,義

父 からは我慢 して くれ と言 われた。

しか し,子 ども達 か ら 「も う限界

だ。 このままだった らお母 さんが

殺 され る … そんな事耐 え られ

ないか ら逃 げよ う」 と言われ た。

この言葉 が無 けれ ば今 で も我慢 し

ていた。

生活 の安 定 より,愛 情 がないこ と

が理 由。22年 も夫 に尽 くしたが,

自分 の人生は今や り直 さない と無

理 だ と思った。 インターネ ッ トを

調 べていた長 女か ら,夫 の暴 力は

DVで あ り,今 逃 げな けれ ばず っ

と苦労す る と言 われ た事で,逃 げ

る気 になった。

DVに 耐 える生活 が限界 に近づ い

た時期 に,そ の状 況を間近で見て

きた子 どもたちが声をあげたこ と

が,被 害者 が行動 を起 こす大きな

後押 しとなっている。

逃 げるきっかけ

約1年 前,被 害者 が外 出 している

問に鏡 台が叩き割 られ,洋 服 は投

げ捨 て られていた。 それ をきっか

けに逃 げる準備 を始めた。4ヶ 月

間でお金や荷物等 の準備 を し,半

年前に子 ども達を連れて家を出た。

約2年 前 か ら,と にか く別れ た く

なった。1年3ヶ 月前,夫 に階段

か ら突き落 とされ た。 その際 被

害者 が 「殺 してや る」 と叫び,そ

の様 子を見ていた長女 が警 察を呼

んだ。約1年 前に子 ども達を連れ

て逃 げた。

両者 と も長 年 に わた るDV被 害

に耐 えてきたが,命 の危 険を感 じ

るほ どの激 しい暴 力を近年受 けた

事が,家 を出る直接 のきっかけ と

なっている。

被害者が支援を求めた公的
機関とその対応

母子寮 を知る知人 に話 を聞き市役

所福祉課 に行 った。 ア ドバ イスを

受 け警 察に行 き,逃 げるための方

法 を聞いた。4ヶ 月で逃 げる準備

を し,子 どもに 口止 め して最 小限

のお金で子 ども達を連れて逃 げた。

被 害を受 けた翌 日,DV専 門担 当

警 察官に市の婦人相談所 を勧 め ら

れ,そ こで県の婦 人相 談所 を紹介

され た。期 間内で職 が決 ま らない

場合 の対応や子供 の学校 の事 な ど

で安 心できる言葉 は無 かった。子

ども課 で母子 寮を紹介 された。

地域 に より,支 援や 対応 に差 があ

る。A氏 の担 当者 は,具 体的 且

つ実践的取 り組 みを実施 したが,

B氏 の担 当者 は,被 害者 の不安 に

対応 しきれていない。施設 自体に

も様 々な制約 もあるため,子 ども

の修 学や就職活動 な どの諸 問題 を

スムーズに対 処出来るスキル が必

要である。

今回の体験から得られた被
害者の学び

被 害者 は,DVの 証拠保全 のため

に診 断書が有効 である事を警 察官

と市役所職員 か ら聞き,些 細 な外

傷 で も受診 して証拠 を残す事 を学

んだ。

家族 は協 力す る事 が大切 である。

子 どもは子 どもな りにお金や 安全

である事 のあ りがたみがわかって

いる。子 ども同士も無駄遣 い しな

いよ う話 し合 っている。

DV被 害 につ いて専門機 関に相 談

し,そ の状況 か ら抜 け出すために

必要な事 を学んでいる。被 害者 だ

けでな く,そ の子 ども達 も家族 の

協力 が大切 な事を身 を もって学ん

でいる。

希 望す る社会 システムや プ

ログラム

子 どもの心が柔 らかい時に,暴 力

は駄 目だ とい う道徳教 育を して欲

しい。加 害者 更生プ ログラムを作

成 してほ しい。

DV被 害者 に関わ る職員全 ての専

門職員 を対象 に教 育プログラムを

作成 して欲 しい。

子 ども達 への暴力禁 止についての

道 徳 教 育や デ ー トDV等 の早期

教育,加 害者 更生プ ログラム,専

門職員 への教 育プログラムが必要

である。

加害者の元から逃避することを決意 させ,行 動の後押し

をしたのも子どもたちである。彼 ら自身も虐待の被害者

であ り,母 親 と子ども全員が協力することで,加 害者の

元から逃げ出すことが可能となっていた。

面接時の両者の話 し方は理路整然としていて,今 後は

子 どもたちとの生活を充実させたいとの前向きな発言が

聞かれた。 しかし,自 記式簡易スケールから見ると中～

軽度のス トレス状態や トラウマ状態にあ り,外 見と内面

のギャップが示 された。被害者の心の内は分か りづらく,

被害者支援や教育に当たっては慎重かつ継続的なメンタ

ルケアの実施が重要である。

今回の被害者は,DVに 関して医師以外の医療関係者

とコンタク トを取っていない。B氏 と医療関係者 との関

わ りは 「(子どもがまだ小 さかった何年も前に)暴 力を

振 るわれて病院を受診 した」だけに止まっていた。A氏

は暴力で受けた傷の治療やあざの写真撮影は受けていた

ものの,医 療機関から他の専門機関へ連絡が取られ る事

は無かった。これは,受 診理由があくまでも 「DV被 害

の証拠 として残す診断書をとる」ためだったことによる

と推測 される。両被害者のDV回 避過程には警察も関与

しているが,医 療機関の通報によるのではなく,自 ら起

こした行動が結びついたものである。外傷を負った被害
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者の多くは医療機関を受診する 9)。外傷の治療だけでは

なく,DV防 止法に記載された通報の役割を含め,医 療

者側の適切な対応が被害者支援の初期段階として求めら

れている。それが,DVの サイクルを早期に断つ事にも

っながるであろ う。

DV被 害者への公的対応についてはA氏 とB氏 には

差があった。A氏 の対応者は具体的且つ実践的取 り組み

を実施 したが,B氏 の対応者は被害者の不安に対応 しき

れていなかった。受け入れ施設それぞれの制約で,子 ど

もの修学や就職等の諸問題にスムーズな対処が出来ない

事も多い。地域 ・施設による対応の差を無 くすためには,

被害者が日本全国どの医療機関や女性センター等を訪れ

たとしても適切な被害者支援につなげられる全国で統一

されたDV被 害者支援システムが必要である。 しかし,

このようなシステムは日本ではまだ未整備である。

今回の2名 の事例では,医 療機関がDV問 題を察知す

る最前線にあ りながら,そ の役割を十分には果たしてお

らず,子 どもを含む被害者自身の回避行動がDVの サイ

クルを断ち切る原動力となった事,ま た,公 的対応がシ

ステムとして確立していない事が示 された。DV防 止法

の理念を遂行するには,効 果的な介入の仕組み作 りや医

療 ・福祉機関の職員に向けたDV教 育プログラムの早急

な開発が望まれ る。WHO国 際調査/日 本調査結果報告

書(2007) 10)の中に 「多様な要求に対応できるような効果

的な介入の仕組みやプログラム開発をするためには,夫 ・

パー トナーからの暴力を受けた女性が,誰 からどのよう

な援助を受けたいと考えているのかについて,意 見を求

めることが必須である」との提言がある。DV被 害者が

医療 ・福祉機関職員からどのような援助を受けたいかを

さらに調査する必要があると考える。
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                                            Abstract 

OBJECTIVE: To obtain the basic data for the establishment of domestic violence (DV) victim empowerment system, 
   coping behavior of the victims themselves and medical and welfare support received were surveyed. METHODS: 

Semistructured interview was conducted with two DV victims who stayed in the support facility for maternal and child 

   livelihood. Summarizing the verbatim record, the progress of DV and avoidance from DV were analyzed qualitatively. 

   RESULTS: Both victims were subjected to terrible violence on body and mind by husband and took own evasive action. 

   Their children were the key persons who elongated and broke out a vicious cycle of DV. In both cases, the medical 

   facility was not sufficiently functioned against DV and the public service was inconsistently provided. CONCLUSION: 

   To break the DV cycle early and to support self-reliance of DV victim, the medical and welfare facilities are expected to 

   play substantial contribution. This can be achieved by promotion of the effective intervention system in DV issue and edu-
   cational program for the medical and welfare staffs. 

Key words: support facility for maternal and child livelihood, children, semistructured interview, medical facility 
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